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現　状　�
１　精神疾患の特性
　○　気分が沈む、意欲が出ない、考えがまとまらないなど、精神疾患は症状が多様であ
り、発症や病状の変化に本人や周囲も気づきにくいといった特徴があるほか、症状が
身体的な変調や行動の障害としても現れることがあります。

　○　症状が比較的軽いうちには精神科医療機関を受診せず、症状が重くなり入院治療が
必要になって初めて精神科医療機関を受診するという場合が少なくありません。

２　都における精神科医療の現状
　○　精神疾患は近年その患者数　　

が急増し、平成 26 年には全国で
396万人を超す水準となっていま
す。

　　　また、都内の精神疾患患者数は、
平成 23 年には約 28 万人でした
が、平成 26 年には約 55 万人と
推計され、大幅に増えています。

　○　都内における入院及び退院患者は、ここ数年、ともに３万６千人から３万８千人台
と微増傾向にありますが、平均在院日数は全国平均の３分の２程度と短く、平成 26
年以降は 200日を切っています。

○ 　地域において、精神疾患患者が病状に応じて早期に適切な治療が受けられるよう、

精神科や一般診療科に加え、相談支援機関等の関係機関との連携体制を構築し「日

常診療体制」を強化します。

○ 　精神疾患の急激な悪化や精神障害者が身体疾患に罹患又は悪化により救急医療が

必要になった時、身近な地域で症状に応じた適切な医療を受けられるように「精神

科救急医療体制」を整備します。

○ 　精神科病院から地域への移行及び定着の取組を推進するとともに、未治療・医療

中断者を含め、精神障害者や家族が地域で安心して生活が送れるよう、「地域生活

支援体制」の充実を図ります。
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　　　また、入院患者の疾病別内訳は、統合
失調症圏（Ｆ２1）が約 51％、認知症等
器質性精神障害（Ｆ０）が約 29％、うつ
病などの気分障害（Ｆ３）が約９％とい
う構成割合となっています。

 

認知症等
器質性精神障害

（F０）
6.9千人（29％）

うつ病などの
気分障害（F3）
2.1千人（9％）

その他
2.5千人
（10％）

入院患者疾病別内訳

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

統合失調症圏
（F2）

12.3千人（51％）

パニック障害などの
神経症圏（F4）
0.4千人（2％）

 長期在院者数（入院期間１年以上）

12,363
12,185

11,970
11,760

11,254 11,148
10,937

9,643

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 計画

（人）

（集計中）

資料：平成25年度以前は厚生労働省「精神保健福祉資料」、平成26・27年度は東京都調べ

（単位：人、日）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

入院患者数 36,329 36,049 36,082 37,573 38,215 38,433

退院患者数 36,227 36,236 36,104 37,680 38,366 38,639

平均在院日数 219.5 215.6 209.6 200.2 198.9 191.8

平均在院日数(全国） 301 298.1 291.9 284.7 281.2 274.7

年間入退院患者数及び平均在院日数の推移
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○ 第４期東京都障害福祉計画では、１年以上の長期在院者数を平成 24 年６月末

時点から 18％以上減少（9,643 人）させるという目標を設定しており、１年以

上の長期在院者数は平成 27 年６月末時点で 10,937 人と、毎年減少しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 F コード：世界保健機関（WHO）が作成し、日本でも公式に使用される「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」

（ICD）のコード。最新の分類は ICD-10（1990）と呼ばれ、「精神及び行動の障害」には、「F00-F99」のコードが

割り振られている。 

資料：年間入退院患者数：厚生労働省「精神保健福祉資料」 

    平均在院日数：厚生労働省「病院報告」 
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うつ病などの
気分障害（F3）

129.9千人
（24％）

パニック障害など
神経症圏（F4）

96.6千人
（18％）

統合失調症圏
（F2）

86.7千人
（16％）

認知症等器質性
精神障害（F0）

139.1千人
26％

その他
80.5千人
（15％）

外来患者数の疾病別内訳

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

区分 区部 多摩 計
精神病床数 6,959 15,535 22,494

人口10万対病床数 75 475 166
診療所数(精神科) 922 280 1,202

精神病床数及び診療所（精神科）の地域別状況

（単位：床、所）

資料：平成27年「東京都の医療施設」

○  一方、都内の外来患者数は

約 53 万２千人であり、疾病別

内訳を見ると、認知症等器質性

精神障害が約 26％、うつ病な

どの気分障害が約 24％、パニ

ック障害など神経症圏（Ｆ４）

が約 18％、統合失調症圏が約

16％という構成割合となって

います。 

 

○ 自立支援医療（精神通院医療）2利用者は増加傾向にあり、平成 28 年度の都の

給付決定者数は約 21 万５千人で、疾病別では、うつ病などの気分障害が約 44％、

統合失調症圏が約 32％と、両者で全体の約 76％を占めています。 

 

３ 精神科医療資源・障害福祉サービス等の状況 

○ 都内の精神病床数の地域別状況は、区部 6,959 床、多摩地域（市部、郡部） 

15,535 床であり、おおむね区部３に対して多摩地域７の割合となっています。

また、人口 10 万人当たりの病床数は、区部 75 床、多摩地域 475 床と、多摩地

域に多く分布しています。 

 

○ 精神科標榜診療所は、区部

922 か所に対して多摩地域

280 か所であり、おおむね区部

３に対して多摩地域１の割合で、

区部に多く分布しています。 

 

○  都内の訪問看護ステーショ

ン 1,053 か所のうち、745

事業所が自立支援医療（精神

通院医療）の事業者指定を受

けています（平成 29 年 10

月現在）。 

 また、都内で精神科訪問看護を行っている病院は 60 か所（区部 21 か所、多

摩地域 39 か所）、診療所は 72 か所（区部 62 か所、多摩地域 10 か所）となっ

ています。 

 

○ 区市町村の地域生活支援事業として、精神障害者に対する相談支援を行う地域

                                                  
2 自立支援医療（精神通院医療）：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下、「精

神保健福祉法」という。）第５条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患（てん

かんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自

立支援医療費の支給を行う制度 

区分 区部 多摩 計
病院 21 39 60
診療所 62 10 72

精神科訪問看護の状況
（単位：所）

資料：福祉保健局「精神科・精神神経科（旧神経科）・心療内科 医療機関名簿」
（平成28年3月）

　○　一方、都内の外来患者数は約 53
万２千人であり、疾病別内訳を見ると、
認知症等器質性精神障害が約 26％、う
つ病などの気分障害が約 24％、パニッ
ク障害など神経症圏（Ｆ４）が約 18％、
統合失調症圏が約 16％という構成割合
となっています。

　○　自立支援医療（精神通院医療）２利用
者は増加傾向にあり、平成 28 年度の
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人口 10万人当たりの病床数は、区部 75床、多摩地域 475 床と、多摩地域に多く分
布しています。

　○　精神科標榜診療所は、区部 922
か所に対して多摩地域 280 か所で
あり、おおむね区部３に対して多摩
地域１の割合で、区部に多く分布し
ています。

　○　都内の訪問看護ステーション
1,053 か所のうち、745 事業所が
自立支援医療（精神通院医療）の事
業者指定を受けています（平成 29
年 10月現在）。

　　　また、都内で精神科訪問看護を行っている病院は 60か所（区部 21か所、多摩地
域 39か所）、診療所は 72か所（区部 62か所、多摩地域 10か所）となっています。

　○　区市町村の地域生活支援事業として、精神障害者に対する相談支援を行う地域活動
支援センターⅠ型は都内に 77か所あります（平成 29年 10月現在）。

 

うつ病などの
気分障害（F3）

129.9千人
（24％）

パニック障害など
神経症圏（F4）

96.6千人
（18％）

統合失調症圏
（F2）

86.7千人
（16％）

認知症等器質性
精神障害（F0）

139.1千人
26％

その他
80.5千人
（15％）

外来患者数の疾病別内訳

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

区分 区部 多摩 計
精神病床数 6,959 15,535 22,494

人口10万対病床数 75 475 166
診療所数(精神科) 922 280 1,202

精神病床数及び診療所（精神科）の地域別状況

（単位：床、所）

資料：平成27年「東京都の医療施設」

○  一方、都内の外来患者数は

約 53 万２千人であり、疾病別

内訳を見ると、認知症等器質性

精神障害が約 26％、うつ病な

どの気分障害が約 24％、パニ

ック障害など神経症圏（Ｆ４）

が約 18％、統合失調症圏が約

16％という構成割合となって

います。 

 

○ 自立支援医療（精神通院医療）2利用者は増加傾向にあり、平成 28 年度の都の

給付決定者数は約 21 万５千人で、疾病別では、うつ病などの気分障害が約 44％、

統合失調症圏が約 32％と、両者で全体の約 76％を占めています。 

 

３ 精神科医療資源・障害福祉サービス等の状況 

○ 都内の精神病床数の地域別状況は、区部 6,959 床、多摩地域（市部、郡部） 

15,535 床であり、おおむね区部３に対して多摩地域７の割合となっています。

また、人口 10 万人当たりの病床数は、区部 75 床、多摩地域 475 床と、多摩地

域に多く分布しています。 

 

○ 精神科標榜診療所は、区部

922 か所に対して多摩地域

280 か所であり、おおむね区部

３に対して多摩地域１の割合で、

区部に多く分布しています。 

 

○  都内の訪問看護ステーショ

ン 1,053 か所のうち、745

事業所が自立支援医療（精神

通院医療）の事業者指定を受

けています（平成 29 年 10

月現在）。 

 また、都内で精神科訪問看護を行っている病院は 60 か所（区部 21 か所、多

摩地域 39 か所）、診療所は 72 か所（区部 62 か所、多摩地域 10 か所）となっ

ています。 

 

○ 区市町村の地域生活支援事業として、精神障害者に対する相談支援を行う地域

                                                  
2 自立支援医療（精神通院医療）：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下、「精

神保健福祉法」という。）第５条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患（てん

かんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自

立支援医療費の支給を行う制度 

区分 区部 多摩 計
病院 21 39 60
診療所 62 10 72

精神科訪問看護の状況
（単位：所）

資料：福祉保健局「精神科・精神神経科（旧神経科）・心療内科 医療機関名簿」
（平成28年3月）

２   自立支援医療（精神通院医療）：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以

下、「精神保健福祉法」という。）第５条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の

精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、

その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行う制度
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　　　また、都保健所及び都立（総合）精神保健福祉センターでは、地域住民から寄せら
れる心の健康相談について、電話相談や面接相談を実施するとともに、区市町村をは
じめ、地域における関係機関に対し技術援助等を行っています。

　○　都では、障害者が地域で安心して生活できる環境を整備するため、地域生活の場と
なるグループホーム等を重点的に整備しており、精神障害者向けのグループホームの
定員は 2,028 人となっています（平成 29年 10月現在）。

４　精神科救急の状況
　○　都の精神科救急は、精神保健福祉法第 23条に基づく警察官通報（以下「23条通報」

という。）による措置入院等（精神科措置医療）と、それ以外の対応である精神科初期、
二次救急医療（精神身体合併症対応病床確保を含む。）からなっています。

　○　「精神科救急医療情報センター」を設置し、精神科に関する医療情報を提供すると
ともに、必要な情報を聴取して緊急性を判断し、トリアージやケース・マネジメント
（調整）を行っています。

　　　また、患者等からの相談に対して傾聴や助言等の対応を丁寧に行いつつ、必要に応
じて、初期救急、二次救急、身体合併症病床などの医療機関案内を行っています。



 

精神科二次救急医療

医療保護入院レベル

精神科初期医療

１診療所、２病院
（合計３所：輪番制）

夜間休日精神身体合併症医療

Ⅰ型（夜間休日対応）

墨東、豊島、松沢、広尾、

多摩医療

Ⅳ型（登録制）

４病院

精神科救急医療情報センター

委託職員によるトリアージ、精神科救急医療情報提供等

東京都保健医療情報センター

平 日：17時～翌日９時
土休日：24時間

緊急措置診察

都立等４病院 毎晩各４床

墨東、豊島、松沢、多摩医療

緊急措置
入院

診察決定
（精神保健医療課）

医療保護
入院

72時間以内に
精神保健指定医
２名の診察必要

後方医療

民間の医療機関が
後方医療機関として登録

本人、家族等

各病院精神保健指定医１名の診察

通報 精神科救急受診相談

措置要件なし
ただし、
要入院治療

措置要件あり

警察

否措置

地域精神科身体合併症救急連携事業

多摩北ブロック

措置要件あり

精神保健医療課

通報受理・診察決定

保健所

措置診察

精神保健医療課分室
又は警察署等で診察

措置入院

民間の指定病院等

32病院（民間）

申請・通報・届出

警察等

精神保健指定医２名の診察

北多摩
北部

北多摩
南部

北多摩西
部

区部中央ブロック

区
西北部

区
中央部

区西部

区部東ブロック

区
東北部

区東部

＊H29年度からブロック化

多摩西南ブロック

南多摩 西多摩

区部南ブロック

区
西南部

区南部

精神保健医療課

受入先病院と調整し
転院の要否決定

対応が必要迅速な対応
が必要

Ⅱ型（当番制）

４病院

Ⅲ型（登録制）

22病院

精神科病院入院者
（救急）身体合併症医療

精神科病院

依頼

〔平日日中〕 〔平日夜間・土休日〕

精神科初期・二次救急 精 神 身 体 合 併 症 救 急 医 療

東 京 都 の 精 神 科 救 急 医 療 体 制 に つ い て

精神科措置医療

通報連絡員による通報受理

平 日：17時～翌日９時
土休日：９時～翌日９時

平 日：９時～17時

要措置

措置診察

外来レベル

平日土：17時～22時
休 日：９時～17時

※ただし、２病院は
精神科二次を兼ねる

２病院(輪番制）
区部２床、多摩部１床

（合計３床）

平日土：17時～翌日９時
休 日：９時～翌日９時

36病院

＊Ｈ27年度からブロック化

＊H28年度からブロック化平 日：９時～17時

Ⅰ型医療機関等からの転送を受入

※24時間対応
（ただし、病床確保なし）

精神科病院の入院者で身体疾患を併発
した患者を対象

精神科医療機関による一般救急医療機関からの
相談・受入れ体制を整備

※平日日中対応

検察等

日中

夜間
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これまでの取組　�
１　日常診療体制

（１）精神科と一般診療科等との連携体制の構築等
　○　島しょを除く 12の二次保健医療圏において、精神科医療機関へ委託し、地域にお

ける連携事業を実施しています。

　○　各圏域の連携体制の把握、情報の共有化、事業の評価・検証等を行うため、医療機
関や社会復帰関係者、行政により構成された精神疾患地域医療連携協議会を　設置し
ています。

　○　各圏域に地域連携会議を設置し、地域の課題整理やニーズ、事業展開などを地域の
関係者で検討しています。

　　　また、地域の実情に応じた日常診療体制における連携ツールの検討、作成を進めて
います。

　○　精神疾患を早期に発見し適切な治療に結びつけるため、地域の一般診療科医師と精
神科医師による研修や症例検討会を実施するとともに、研修や症例検討会を　通じて、
地域の関係機関同士の顔が見える関係構築に向けた取組を行っています。

　○　また、精神疾患や精神保健医療に対する偏見や誤解が生じないよう、広く都民に正
しい理解を促進するための普及啓発を実施しています。

２　精神科救急医療体制
（１）措置入院
　○　精神障害のために自傷他害のおそれがある精神障害者について、23条通報等によ

る措置入院（精神科措置医療）を行っています。

　○　措置診察（夜間は緊急措置診察）を実施するために、精神保健指定医の確保等体制
を整備するとともに、国、都及び地方独立行政法人が設置した精神科病院を除き、措
置入院者を入院させる指定病院として 32 病院 309 床を確保しています。（平成 29
年４月１日現在）

 
（２）初期救急・二次救急医療体制
　○　夜間及び休日の初期救急・二次救急医療体制として、精神科救急医療情報センター

による相談・調整に加え、二次救急が可能な病床を３床（２病院）、初期救急が可能
な医療機関を３か所確保しています。

（３）精神身体合併症救急医療体制
　○　精神障害者が身体疾患に罹患し、または身体疾患が悪化したことにより救急医療が
必要になった時、地域で迅速に適切な医療を受けられるように、一般救急医療機関と
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精神科医療機関との連携強化を図っています。

　○　平成 27年度からは、精神科医療資源の状況等を考慮し、島しょを除く 12の二次
保健医療圏を組み合わせて５つのブロックに分け、各ブロック又は二次保健医療圏に
おいて、身体治療終了後の精神疾患患者に関する相談や受け入れを行っています。

　○　精神症状及び身体症状ともに重いケースなど、地域での受入れが困難な場合に迅速
かつ適切な身体医療を確保することを目的に、全都的な医療体制を整備しています。

事業推進区域（精神疾患）
事業ごとにブロックを設定

奥多摩

青梅

檜原

日の出

あきる野

瑞穂

羽村

福生

武蔵村山東大和

清瀬

東久留米

西東京

立川
昭島 国分寺

小平

小金井
武蔵野

練馬

板橋

中野

北

豊島

新宿
墨田

台東文京

荒川

葛飾

足立

東村山

八王子

昭島

国立

日野

多摩

稲城

府中

国分寺 小金井
三鷹

調布

狛江

杉並

世田谷

目黒

新宿

渋谷

品川

港

千代田

中央
江東

江戸川

町田
大田

精神科二次救急医療（区部・多摩部の２ブロック）点線

精神科緊急医療（４ブロック）実線 精神科緊急医療（４ブロック）実線

色塗り 地域精神科身体合併症救急医療（５ブロック）

３　地域生活支援体制
（１）地域移行及び地域定着に向けた体制整備
　○　地域移行支援会議を開催するとともに、精神科病院と地域の相談支援事業者との調

整を担う地域移行コーディネーターなどを配置し、精神科病院に入院している精神疾
患患者の円滑な地域移行及び地域定着に向けた活動を実施しています。

　○　グループホームを活用した体験宿泊により地域生活における不安の軽減を図るとと
もに、ピアサポーター（地域で生活する精神疾患患者）の育成・活用や、保健・医療・
福祉関係者に対する研修を行っています。

　○　精神科病院内外における地域移行に係る調整等を行う精神保健福祉士の精神科病院
への配置や、精神科病院と地域援助事業者等との連携を促進し、入院中の精神疾患患



第
１
章

175

第
４
節

者が早期かつ円滑に地域生活へ移行できるよう支援しています。
　　　

（２）アウトリーチ支援等
　○　家庭内や地域で問題行動のある精神障害者に対し、都立（総合）精神保健福祉セン

ターに設置した専門職チームによる訪問支援を実施するとともに、地域生活に困難な
問題が生じた場合には、短期的に宿泊の場を提供し、医師面接・薬の処方、個別的プ
ログラム等を実施しています。

　　　また、関係機関による事例検討会や講習等の実施により、支援技法の普及や人材育
成を図っています。

　○　身近な地域における支援体制の強化に向け、専門職チームによる訪問型支援の実施
に向けた体制整備に取り組む区市町村を支援しています。

　
４　個別課題

（１）うつ病
　○　専門技術を広く普及するため、都立（総合）精神保健福祉センターにおける認知行

動療法に関する専門職研修を実施しています。

　○　「うつ病リターンワークコース」及び「うつ病ワークトレーニングコース」等、デ
イケアプログラムによる、復職等への支援を実施しています。

（２）依存症
　○　都立（総合）精神保健福祉センターによる専門相談、本人向けグループワーク、家
族教育プログラムを実施しています。

　○　都保健所による予防のための普及啓発活動や、当事者・家族への支援を実施してい
ます。

（３）小児精神科医療
　○　都立小児総合医療センターによる「こころ」と「からだ」を密接に関連付けた総合
的な医療を提供しています。

　○　都内医療機関への医学的支援や福祉保健関係機関への相談対応、関係者への研修、
都民向けシンポジウムなどの普及啓発に取り組んでいます。

（４）発達障害児（者）
　○　都の支援拠点である東京都発達障害者支援センターによる専門相談や就労支援など

を実施するとともに、地域関係機関等を支援しています。

　○　区市町村が行う発達障害児の早期発見や成人期支援の体制構築を促進するととも
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に、区市町村や医療機関向けに研修を実施し、人材育成を図っています。

（５）高次脳機能障害
　○　東京都心身障害者福祉センターによる専門的な相談支援や研修等を実施していま

す。

　○　区市町村における高次脳機能障害者への支援体制構築を支援するとともに、二次保
健医療圏における高次脳機能障害のリハビリの中核を担う医療機関を拠点病院に指定
し、圏域内の区市町村や支援機関に対し技術的支援を実施しています。

（６）災害精神医療
　○　東京都災害時こころのケア体制（東京ＤＰＡＴ３）連絡調整会議を設置し、発災直
後から活動するための体制整備等について検討するとともに、関係機関等への普及啓
発研修を実施しています。

（７）多様な精神疾患
　○　統合失調症や認知症をはじめ、ＰＴＳＤ、摂食障害、てんかん等の多様な精神疾患
に関する正しい知識など、都民の理解促進に向けた普及啓発活動や、早期に専門医療
につなげるための取組等を推進しています。

課題と取組の方向性　�
１　日常診療体制
＜課題１－１＞一般診療科と精神科の相互の連携体制の充実に向けた対応

　○　平成 28年度に都が実施した調査では、一般診療科が精神疾患を有する（疑われる）
患者を精神科に円滑に紹介できていない理由として、精神疾患に関する知識が十分で
ないという状況があることから、更なる連携の促進や知識を深めていくための取組が
必要です。

　○　また、一般診療科と精神科の連携状況の実態を引き続き検証し、更なる質の向上に
努めることが必要です。

（取組１－１）一般診療科と精神科の連携体制の強化 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　精神疾患を早期に発見し適切な治療に結びつけるため、地域の一般診療科医師と精
神科医師による研修や症例検討会等を実施します。

3   ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Team の略。大規模災害時等の緊急時に被災によって機能し

なくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災害ストレスによる被災住民等への対応及び地域精神

保健活動の支援等の専門的なこころのケアに関する対応を、発災直後の超急性期から中長期まで行う専門

的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム。
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○　地域連携会議を通じ、精神科と一般診療科の医療機関に加え、薬局、区市町村、保
健所、都立（総合）精神保健福祉センター、地域活動支援センターなどの相談支援機
関等による連携体制を構築します。

○　連携体制の各種課題を検討する場を新たに設置し、連携状況の実態を検証するとと
もに、地域の実情に応じた連携体制を支援する取組を進めます。

＜課題１－２＞円滑な紹介体制の構築等に向けた検討

　○　医療機関が相互に患者を紹介する際の状態や時点、必要な情報を明確化していくこ
とが重要です。

　○　医療機関における紹介体制や相談体制の構築方法、円滑な受診勧奨を行うノウハウ
や連携ツールのあり方などについて、検討を行う必要があります。

（取組１－２）円滑な紹介体制構築等の取組を強化 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　円滑な連携ができた事例やできなかった事例を記載した事例集や、患者の紹介時に
活用する標準化したチェックシートを作成し、医療機関における連携を促進する取組
を進めます。
　
○　地域の実情に応じた紹介体制や相談体制の構築方法、圏域を越えた連携のためのツ
ールのあり方などを検討します。

＜課題１－３＞都民への理解促進

　○　精神科医療機関の受診が必要な方への受診勧奨が円滑に進まない理由の１つとし
て、精神疾患や精神保健医療に対する偏見や理解の不足が考えられます。

　○　平成 28年４月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平
成 25年法律第 65号）（障害者差別解消法）」では、不当な差別的取扱いを禁止する
とともに、社会的障壁４の除去を進め、障害の有無に関わらず、その能力を最大限に
発揮しながら生活できるようにする必要があると規定しています。

（取組１－３）都民への普及啓発の充実 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　統合失調症や認知症をはじめとする多様な精神疾患や精神保健医療に対する偏見や
誤解が生じないよう、広く都民に正しい理解を促進するための講演会等を実施すると
ともに、内容や実施方法、周知方法について検討し、より広く都民への、普及啓発を
図ります。

４   社会的障壁：日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念そ

の他一切のもの。
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○　差別解消の取組を一層進めるため、障害を理由とする差別を解消するための条例の
制定に向けた検討を行い、障害のある方々をはじめ関係者様々な立場の方の意見も十
分に踏まえながら、平成 30年度の施行を目指します。

２　精神科救急医療体制
＜課題２－１＞精神保健福祉法改正を踏まえた対応

　○　国は、精神保健福祉法を改正し、精神科措置医療等に関する制度改正を予定してい
ます。

　○　精神科救急医療体制の整備等に当たっては、国の動向等を踏まえて対応していく必
要があります。

（取組２－１）精神保健福祉法改正を踏まえた精神科救急医療体制等の再整備

 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　精神科措置医療（23条通報による措置入院）等について、今後の国の動向を踏まえ、
現行の体制や仕組みを検証し、必要な対応を行います。

＜課題２－２＞ 精神科初期救急・二次救急医療が必要な患者をより確実に適切な医療につ

なげる仕組みの検討

　○　精神科救急医療が必要な患者であっても、移動距離などの点で対応が難しい場合が
あります。

　○　精神症状の悪化ではなく、揺らぎが生じた場合には、傾聴や助言によって落ち着く
ことが多くあるため、電話相談等の保健・福祉による支援体制が重要です。

（取組２－２）精神科初期救急・二次救急医療体制の整備 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　精神科救急医療につなげることの要否を判断し、精神科救急医療が必要な患者をよ
り確実に適切な医療につなげる仕組みや、できるだけ身近な地域で受けられる体制等
について、精神科救急医療体制整備検討委員会等で検討します。

○　精神症状の急激な発症や急変ではなく、精神症状に揺らぎを生じた患者に対する電
話相談等、保健・福祉による支援の充実に向け体制整備を図ります。

＜課題２－３＞精神身体合併症救急患者の円滑な受入れに向けた検討

　○　身体治療終了後の患者の精神科病院での受入れや、精神科病院入院中に身体疾患に
罹患又は悪化した患者の一般診療科病院での受入れに当たっては、依頼元病院への相
談や患者返送等のルール作りなど、一般診療科病院と精神科病院との連携体制の充実
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を図ることが重要です。

　○　一般診療科医療機関での精神身体合併症の患者の受入れや対応を支援するために、
相談体制を構築している地域の成果や課題を検証し、地域の実情に応じた効果的な相
談体制を構築することが必要です。

　○　患者の精神症状や身体疾患によっては、地域での受入れが困難な場合もあることか
ら、地域における受入体制整備の進捗状況を踏まえつつ、広域（全都）で円滑に受入
れるための仕組を検討することが必要です。

（取組２－３）精神身体合併症救急医療体制の整備 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　一般診療科医療機関と精神科医療機関との連携体制の強化を図るため、地域の関係
者会議等を活用し、精神身体合併症患者の地域での円滑な受入れに向けた課題等を検
証するとともに、地域の実情に応じた体制を検討します。

○　一般診療科医療機関職員を対象とした研修を検証し、精神科医療や精神疾患患者対
応の理解を深めるなど、一般診療科医療機関と精神科医療機関との連携強化や相互理
解を促進するよう研修の充実を図ります。

○　身体治療終了後の患者の相談や受入れだけではなく、一般診療科医療機関入院時や
入院中の患者対応など、精神身体合併症患者の精神症状等に応じた相談等支援体制を
検討し、地域の実情に応じた体制整備を図ります。

○　精神科患者身体合併症医療部会等において、地域で受入れが困難な精神身体合併症
患者の状況や要因等を検証するとともに、退院後の地域の実情も含め、広域（全都）
で受入れる仕組み等を検討し、体制整備を図ります。

３　地域生活支援体制
＜課題３－１＞病院における長期在院者への退院に向けた取組

　○　平成 28年度に都が実施した調査では、過半の病院では実情に応じて退院支援を積
極的に推進していました。

　○　入院患者本人や家族の高齢化が進み、地域生活への移行がより困難な方への支援を
充実させる必要があります。

（取組３－１）病院における長期在院者への退院に向けた取組の推進

 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　病院における退院に向けた個別動機付け支援の取組や職員の研修等をより一層進め
るため、地域移行コーディネーターの取組を引き続き推進します。
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○　病院と地域援助者との連携の窓口となる精神保健福祉士等の配置を促進するととも
に、長期在院者の退院促進に向けたサポートなど、早期退院及び円滑な地域移行に向
けた体制整備を図ります。

○　高齢の長期在院者等の退院促進に向け、介護保険等の他制度の関係者等との連携を
図ります。

＜課題３－２＞地域移行・地域定着の取組

　○　地域移行・地域定着支援の取組が円滑に進んでいない区市町村や地域移行支援事業
者に対する支援を進める必要があります。

　○　ピアサポーターに対する支援やショートステイの活用など、今までの成果も活かし
つつ、精神障害者が地域で安心して自分らしい生活を送ることができるよう、精神障
害者の支援を充実する必要があります。

（取組３－２）地域移行・地域定着の取組の推進   [ 基本目標 Ⅲ ]

○　好事例の紹介などを通じ、地域移行・地域定着の推進を区市町村に働きかけるとと
もに、これまで以上に相談支援事業所における地域移行・地域定着への取組を支援し
ます。

○　ピアサポーターに対する育成を充実し、支援関係者との連携を強化するなど、ピア
サポーターの活動を支援するとともに、地域生活への不安軽減のため、ショートステ
イの利用を促進します。

○　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け、保健・医療・福祉関係
者による協議の場を通じて、重層的な連携体制の構築を目指します。

＜課題３－３＞未治療・医療中断者への支援

　○　未治療や医療中断中の精神障害者等に対する支援を充実する必要があります。

（取組３－３）未治療・医療中断者への支援の強化 　[基本目標 Ⅲ ]

○　区市町村による多職種の訪問体制の構築を引き続き支援するとともに、地域生活の
中で、より困難な問題に直面している精神障害者に対し、都立（総合）精神保健福祉
センターによるアウトリーチ支援等の取組を推進します。

○　地域生活移行支援会議等を活用し、疾病教育やクライシスプランの活用など、病状
悪化時や医療中断時の精神障害者やその家族に対する支援策の充実を検討します。
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４　個別課題
（１）うつ病
＜課題４－１＞

　○　平成 26年に医療機関を受療しているうつ病・躁うつ病患者数（都民）は 13.2 万
人であり、平成 23年の 8.5 万人から増加しており、病状等に応じた支援が求められ
ています。

（取組４－１） [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　認知行動療法に関する専門職向け研修を引き続き実施するとともに、病状等に応じ
た再発予防や心理教育など、より効果的なプログラムを検討します。

○　地域の就労支援機関やハローワークとの連携など就労支援や就労定着支援の強化を
図ります。

（２）依存症
＜課題４－２＞

　○　都立（総合）精神保健福祉センターにおいて、アルコール等の依存症に関する専門
的な相談や本人及び家族に対する適切な支援が必要です。

　○　アルコール健康障害対策基本法（平成 25年法律第 109号）に基づき、依存症者に
対する適切な医療を提供できる体制整備が必要です。

　　　また、再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28年法律第 104号）では、保健医
療サービス等の関係機関の体制整備が明記され違法薬物の依存症事案も対象となった
ほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（平成 28年法律第 115 号、
通称「ＩＲ推進法」）に対する付帯決議では、ギャンブル等依存症対策の抜本的強化
が求められています。

（取組４－２） [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　都立（総合）精神保健福祉センター・都保健所による相談・支援、普及啓発活動を
引き続き実施します。

○　地域における医療提供体制の整備に向け、関係者会議等を設置するなど、総合的か
つ計画的な対策を推進します。

（３）小児精神科医療
＜課題４－３＞

　○　医療機関をはじめとする関係機関が、心に問題を抱える子供や発達障害児等に適切
な対応を行えるように、その特性に関する正しい理解の促進が必要です。
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　○　また、こころの問題のある児に対して、都立小児総合医療センターにおける総合的
な高度専門医療を提供するとともに、地域の関係機関が連携して支えていく体制の整
備が必要です。　

（取組４－３） [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　都立小児総合医療センターを拠点とし、総合的な高度医療を提供するとともに、地
域の関係機関が子供の心の診察や日常生活の中で、疾病や障害特性に応じた適切な対
応が行えるよう、医療機関や児童福祉施設、保育・教育関係者等を対象とした各種研
修等を実施します。

（４）発達障害児（者）
＜課題４－４＞

　○　発達障害児は、早期発見・早期支援を行っていくことが重要であり、これまでの取
組を更に進めるため、保育・教育・福祉等関係機関の更なる連携体制の充実が求めら
れています。

　○　また、成人期の発達障害者は、就労等の支援にあわせ、生活面で抱えている困難さ
に対応した支援の充実が必要です。

　○　発達障害児（者）を抱える家族への支援には、子供への関わり方を学ぶ機会や、同
じ悩みを抱える家族による支援の取組が必要です。

（取組４－４） 　[基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　区市町村をはじめとした支援機関や医療機関の従事者に対する研修を引き続き実施
するとともに、関係機関の更なる連携体制の充実を図っていきます。

○　成人期支援の充実に向け、医療機関と生活支援・就労支援機関等との連携体制の構
築を検討します。

○　東京都発達障害者支援センターによる専門相談や就労支援、関係機関への啓発等を
引き続き実施するとともに、地域における家族支援体制を整備します。

（５）高次脳機能障害
＜課題４－５＞

　○　発症・受傷時から就労など社会参加に至るまで、切れ目のない支援が提供されるよ
う、医療機関、区市町村、支援機関等の連携強化が求められています。

　○　また、支援の充実を図るため、医療機関や地域の支援機関、企業等への理解促進や、
限られた社会資源をより有効活用できる体制が必要です。
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（取組４－５） [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　東京都心身障害者福祉センターによる相談支援などや、区市町村の支援体制構築に
対する支援を引き続き実施します。

○　拠点病院と圏域内の区市町村との協力による、急性期・回復期・維持期における医
療機関や地域の支援機関への理解促進・連携強化を図るとともに、限られた社会資源
をより有効活用できるよう他圏域との連携など体制整備を図ります。

（６）災害精神医療
＜課題４－６＞

　○　都内発災時（発災直後から中長期）における、災害時こころのケア体制（東京ＤＰ
ＡＴ）の体制整備や関係団体等との連携体制の構築が必要です。

　○　また、災害時に精神科病院からの患者の受入れを行うなど、地域の精神科医療提供
の中心的な役割を担う医療機関を明確化する必要があります。

（取組４－６） [ 基本目標 Ⅱ ]

○　東京都こころのケア体制（東京ＤＰＡＴ）の体制整備を構築します。
　　また、東京ＤＭＡＴ、全国からの応援医療チーム、保健活動班等と情報共有や連携
を推進します。

○　災害拠点精神科病院の整備に向け、求められる役割や医療機能等を検討します。

（７）多様な精神疾患
＜課題４－７＞

　○　都における精神疾患患者は、平成 23年には約 28 万人でしたが、平成 26年には
約 55万人まで増加しており、ＰＴＳＤや摂食障害、てんかんなど、多様な精神疾患
ごとの地域の医療提供体制の構築が必要です。

（取組４－７） [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　患者本位の医療の実現に向け、多様な精神疾患ごとに、地域における医療提供体制
の構築に向け、役割分担や連携方法等について、関係団体等と協議を行っていきます。
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１－１
早期発見・早期対応推進のための研
修や症例検討会の実施

－ 全地区医師会

取組２－３ 精神身体合併症救急医療体制の整備 ３ブロック 充実・強化

取組３－１ 入院後３か月時点の退院率 60.7%※１ 69％以上

取組３－１ 入院後６か月時点の退院率 80.7%※１ 84％以上

取組３－１ 入院後１年時点の退院率 88.5%※１ 90％以上

取組３－１
平成 32 年度末の長期在院者数（入
院期間１年以上）
65歳以上、65歳未満

65歳以上 7,930 人

65歳未満 4,958 人
※２

65 歳以上 7,214 人

65歳未満 4,158 人

※１　厚生労働省「平成 27 年精神保健福祉資料」より東京都調べ
※２　厚生労働省「平成 26 年患者調査」
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現　状　�
　○　今後、高齢者、特に後期高齢者が増加していくことから、認知症の人の急速な増加
が見込まれています。都内で、要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何
らかの認知症の症状を有する人（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上）は、平成
28年 11 月時点で約 41万人ですが、平成 37年には約 56万人に達すると推計され
ています。
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資料：東京都福祉保健局「平成28年度認知症高齢者数等の分布調査」 

≪参考≫認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準 

　自立  日常生活自立度ⅠからＭに該当しない（認知症を有さない）方

　Ⅰ  何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

　Ⅱ（a、ｂ）
 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば
 自立できる。　（a=家庭外で　ｂ＝家庭内でも）

　Ⅲ（a、ｂ）
 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
 （a=日中を中心　ｂ＝夜間を中心）

　Ⅳ  日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

　Ｍ  著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

   資料：厚生労働省通知　（平成21年9月30日付　老老発0930第2号）
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○ また、65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内に約４千人1と推計されて

います。 

                                                  
1 厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）による「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研

究」（平成 18 年度～平成 20 年度）における有病率推計値から算出。 

○ 認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連

携した総合的な認知症対策を推進し、認知症の人が容態に応じて適切な医療・介

護・生活支援等を受けられる体制を構築します。  

資料：東京都福祉保健局「平成 28 年度認知症高齢者数等の分布調査」
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○ また、65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内に約４千人1と推計されて

います。 

                                                  
1 厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）による「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研

究」（平成 18 年度～平成 20 年度）における有病率推計値から算出。 

○ 認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連

携した総合的な認知症対策を推進し、認知症の人が容態に応じて適切な医療・介

護・生活支援等を受けられる体制を構築します。  

≪参考≫認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準

　○　また、65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内に約４千人１と推計されてい
ます。

○ 　認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連携

した総合的な認知症対策を推進し、認知症の人が容態に応じて適切な医療・介護・

生活支援等を受けられる体制を構築します。

１   厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）による「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関

する研究」（平成 18 年度～平成 20 年度）における有病率推計値から算出。
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　○　何らかの認知症の症状を有する高齢者の 62.6％、見守り又は支援の必要な認知症
高齢者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上）の 55.6％が、居宅（在宅）で生活
しています。
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資料：東京都福祉保健局「平成28年度認知症高齢者数等の分布調査」 

認知症高齢者の日常生活自立度別の居住場所[東京都] 
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資料：東京都福祉保健局「認知機能や生活機能の低下が見ら
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る地域在宅高齢者の実態調査報告書」（平成 26 年５月）

在宅で生活している認知症が疑われる人がいる世帯の状況
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　○　認知症は進行段階により症状が異なるため、その段階に応じて適切な医療が提供さ
れる必要があります。また、身体疾患を有する認知症の人も多いことから、認知症と
身体疾患が相互に及ぼす影響を踏まえた身体管理も重要です。

　○　都内には、認知症に関する専門医療の提供体制を確保するとともに、医療機関同
士や医療と介護の連携を推進する「認知症疾患医療センター」が 52医療機関（平成
30年２月１日現在）あります。また、認知症サポート医養成研修の修了者（平成 28
年度末現在 953 人）が、かかりつけ医の認知症診断に対する相談・支援等を行う役
割を担っています。

　○　認知症の人が、必要な医療・介護・生活支援等を受けながら、住み慣れた地域で安
心して生活できるよう、住民に最も身近な区市町村が中心となって、認知症施策を推
進しています。都は、区市町村ごとに認知症疾患医療センターの整備を進めるなど、
区市町村が円滑に事業を実施できるよう支援しています。
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認知症の経過と医療依存度 

高齢期特有の疾患や大腿骨頚部骨折（特に中等度の場合）など一般的な身体疾患

認
知
症
医
療

身
体
医
療

認知症（疑い含む）に関する相談（受診先等）

抑うつ症状

いらいら感

性格変化

中核症状
会話能力の喪失
基本的ADL能力の喪失・失禁
覚醒・睡眠リズム不明確化

歩行＆座位維持困難
嚥下機能低下→肺炎等のリスク

呼吸不全

看取りに向け
た全人的医療

認知症特有のリスクを踏
まえた全身管理行動・心理症状をもたらす身体症状の改善

行動・心理症状をもたらす水分電解質異常・便秘・発熱・薬の副作用

身体疾患そのものに対する適切な医療

向精神薬の投与など適切な薬物療法による、
激しい行動・心理症状への対応

抑うつ・不眠・食欲低下等の治療

中核症状の進行抑制（薬物療法）

告知→生活方針、医療側との意識共有

他の疾患の鑑別→疾患に応じた治療

薬物療法による副作用の除去

中核症状
記憶障害、見当識障害の進行

（近時記憶から）

趣味・日課への興味の薄れ

家事の失敗

行動・心理症状等
もの盗られ妄想・嫉妬妄想・抑うつ・

不安から来る身体的不調の訴え等

の精神症状

中核症状
記憶障害の進行
会話能力の低下（理解力の低下）
基本的ADL（着脱衣、入浴）での部分的介助
慣れた道で迷うなど、失認、場所見当識障害

行動・心理症状等
徘徊・多動・攻撃的言動・異食等の行動障害、妄想・幻
覚・せん妄等の顕著化

軽度認知障害 軽度 中等度 高度 終末期

認知症に

関する医

療依存度

診察＆検査＆診断 治療方針＆生活支援方針の組み立て 症状の進行に合わせて随時見直し

身体に関

する医療

依存度

（アルツハイマー病等変性疾患の場合）

 

資料：東京都福祉保健局「東京都認知症対策推進会議 医療支援部会報告書」（平成 21 年３月） 

 

 

 これまでの取組  

１ 普及啓発 

○ 都民の認知症に対する理解を深めるため、平成26年度に「自分でできる認知症

資料：東京都福祉保健局「東京都認知症対策推進会議　医療支援部会報告書」（平成 21 年３月）

認知症の経過と医療依存度

これまでの取組　�
１　普及啓発
　○　都民の認知症に対する理解を深めるため、平成 26年度に「自分でできる認知症の
気づきチェックリスト」を盛り込んだパンフレット「知って安心認知症」を作成し、
配布しています。
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２　専門医療体制・支援体制の整備
　○　認知症に関する専門医療の提供体制を確保するため、平成 24年度に、二次保健医
療圏域における医療・介護連携の拠点として、12か所の認知症疾患医療センター（現
在の「地域拠点型認知症疾患医療センター」）を指定しました。さらに、区市町村（島
しょ地域を除く。）における支援体制を強化するため、平成 27年度から、区市町村
における医療・介護連携の推進役となる「地域連携型認知症疾患医療センター」の整
備を進めており、40医療機関を指定しています。

　○　認知症の人を早い段階から適切な支援につなげるため、平成 25年度から、医療職
の認知症支援コーディネーターを区市町村に配置し、地域拠点型認知症疾患医療セン
ターの認知症アウトリーチチームと連携して、認知症の疑いのある高齢者を訪問支援
するなど、早期発見・診断・対応の取組を推進しています。

　○　平成 27年度には、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター（以下「健康長
寿医療センター」という。）に「認知症支援推進センター」を設置し、認知症サポー
ト医等の専門職向けの研修や島しょ地域への訪問研修等を実施し、都内の認知症医療
従事者等の質の向上を図っています。

　○　また、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者、介護従事者や地
域密着型サービス事業所の管理者等に対し、認知症対応力向上を目的とした研修を実
施しています。

３　認知症の人の地域生活継続に向けた取組
　○　認知症研究の実績を有する健康長寿医療センター及び公益財団法人東京都医学総合
研究所（以下「都医学研」という。）の知見を活用して、認知症の人の在宅生活継続
を支援する都市型・認知症ケアモデルや行動・心理症状に着目したケアプログラムの
開発を進めてきました。

　○　若年性認知症の人に対するワンストップの相談窓口である「若年性認知症総合支援
センター」を都内２か所に設置し、若年性認知症の人と家族を支援しています。

　○　認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、認知症高齢者グループホー
ムの整備を進めています。

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞認知症の人に対する適時・適切な支援体制の確保

　○　認知症の人が、容態に応じて適時・適切な支援が受けられるよう、身近な地域にお
いて、認知症の専門医療を提供できる体制を整備することが求められています。
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　○　また、身体合併症や行動・心理症状を発症する認知症の人が多いことから、地域の
多くの医療機関が、その機能や特性に応じて、連携して対応できる体制を構築してい
くことが必要です。

（取組１－１）専門医療の提供体制の確保と地域連携の推進 [ 基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　各区市町村（島しょ地域を除く。）に設置した認知症疾患医療センターにおいて、
専門医療の提供や専門医療相談を実施するとともに、地域連携を推進し、身体合併症
や行動・心理症状のある認知症の人の受入体制を構築していきます。

○　島しょ地域については、認知症の専門医療機関による医療従事者等に対する相談支
援体制を整備するとともに、訪問研修を実施することにより、認知症対応力の向上を
図っていきます。

○　かかりつけ医、歯科医師、薬剤師、看護師など高齢者に身近な医療従事者に対して
認知症対応力向上研修を実施し、早期発見・早期対応の推進や、急性期病院等を含む
医療現場における認知症の人に対する適切なケアの確保を図ります。

　○　認知症は、早い段階から適切な治療を受けることで、改善が可能なものや進行を遅
らせることができる場合があります。また、症状が軽いうちに本人や家族が認知症へ
の理解を深めることで、今後の生活の準備をすることができます。

　○　今後、認知症の人の急増が見込まれる中、認知症についての正しい知識を都民に広
く啓発し、認知症が疑われる場合には、速やかに医療や介護等の支援につなげていく
ことが重要です。

（取組１－２）適時・適切な支援の推進   [ 基本目標 Ⅲ ]

○　全ての区市町村が、認知症サポート医、保健師、介護福祉士等の専門職で構成する「認
知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の人や家族に対して、初期の支援を包括的・
集中的に行います。

○　区市町村に配置した認知症支援コーディネーターと地域拠点型認知症疾患医療セン
ターの認知症アウトリーチチームが連携して、受診困難な認知症の人等を訪問し、早
期に医療や介護のサービスにつなげる取組を進めていきます。

○　地域拠点型認知症疾患医療センターの認知症アウトリーチチームが培った訪問支援
のノウハウを提供するなど、区市町村における認知症初期集中支援チームの活動を支
援していきます。

○　パンフレット「知って安心認知症」の配布、ポータルサイト「とうきょう認知症ナビ」、
都民向けシンポジウムの開催などを通じて、認知症が誰にでも身近な病気であること
を普及啓発し、早期の受診を促進していきます。
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＜課題２＞認知症の人と家族が安心して暮らせる地域づくり

　○　認知症の人と家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、多職種が連携
して医療・介護・生活支援等を行うなど、地域における認知症対応力を向上させるこ
とが重要です。

　○　認知症の人を介護する家族等は、精神的・身体的な負担が大きいといわれています。
認知症の人の約６割が在宅で生活していることを踏まえ、専門職による支援のほか、
地域での見守りや家族会の活動など、介護者を支援する取組を充実する必要がありま
す。

（取組２－１）認知症の人と家族を支える地域づくりの推進 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　認知症の初期から中・重度までの段階に応じて、適切な支援が受けられる体制を構
築するため、健康長寿医療センターと協働し、大規模団地等で認知症とともに暮らす
地域づくりに取り組む区市町村を支援するとともに、都医学研と協働し、行動・心理
症状（ＢＰＳＤ）の改善が期待される「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」の普及を図
ります。

○　都における医療専門職等の認知症対応力向上の支援拠点である「認知症支援推進セ
ンター」において、認知症サポート医や地域において指導的役割を担う医療・介護従
事者等への研修を実施し、医療・介護連携のネットワーク構築や多職種協働を推進し
ていきます。

○　認知症対応型サービスやその他の介護サービス事業所の介護職を対象に、認知症ケ
アに関する研修を実施し、地域における認知症ケアの質の向上を図ります。

○　区市町村の認知症地域支援推進員が、医療機関、介護サービス事業所、地域包括支
援センター等地域の関係機関の連携を図るための支援や認知症カフェなどの認知症の
人や家族が集う取組等を推進していきます。

○　認知症地域支援推進員が、地域の実情に応じた取組を推進するために必要な知識・
技術を習得し、円滑に活動できるよう支援していきます。

○　介護者支援の拠点となる医療機関と連携した認知症カフェを設置し、医師等による
講座の開催や医療専門職と家族との交流の場を提供するなど、地域の実情に応じて、
認知症の人と家族の支援に取り組む区市町村を支援していきます。

○　認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所など、認知症の人と
家族の地域生活を支える介護サービス基盤の整備を進めていきます。
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　○　若年性認知症の人については、働き盛り世代で発症するため、経済的な問題や多重
介護など、高齢者と異なる特有の課題があります。若年性認知症の人や家族への支援
体制を強化していく必要があります。

（取組２－２）若年性認知症対策の推進 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　若年性認知症の人を早期に適切な支援に結び付けられよう、都内２か所の「若年性
認知症総合支援センター」でワンストップの相談対応を行うとともに、地域包括支援
センター職員などの支援者向け研修等を実施し、地域における相談支援対応力の向上
を支援していきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 若年性認知症の人については、働き盛り世代で発症するため、経済的な問題や多

重介護など、高齢者と異なる特有の課題があります。若年性認知症の人や家族への

支援体制を強化していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

東京都における認知症の人と家族の生活を支える体制（イメージ図） 

保健師・

社会福祉士等

●認知症地域支援推進員

地域の実情に応じた認知症施策の推進
（医療・介護等のネットワーク化、

地域の認知症対応力向上

本人・家族への相談支援等）

複数の専門職による

初期の包括的・集中的な支援
（受診勧奨､本人・家族へのサポート等）

認知症サポート医等

●認知症初期集中支援チーム

医療系＋介護系職員

（保健師、看護師、介護福祉士、

社会福祉士、精神保健福祉士等）

相談・情報提供指導・助言

日常診療

・相談

診療・相談

●認知症支援コーディネーター

保健師・

看護師等

地域の認知症対応力の向上
（個別ケース支援のバックアッ

プ、専門的支援の調整等）

区市町村 （地域包括支援センター等）

相談・ｱｳﾄﾘｰﾁﾁｰﾑへの

訪問依頼

連携

助言 相談

訪問支援

かかりつけ医

かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局

一般病院、精神科病院

認知症サポート医

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、介護保険サービス事業所・施設

家族会、認知症サポーター、認知症カフェ、社会福祉協議会等

若年性認知症総合支援センター（都内２か所）

保健所・保健センター、精神保健福祉センター（都内３か所）

支援・相談

連携

相談支援

ネットワーク

づくり

活動支援

認知症の専門医療の提供
（鑑別診断、専門医療相談、地域連携の推進等）

認知症疾患医療センター

専門医

相談員（保健師、

精神保健福祉士等）

◆区市町村に１か所設置（島しょ地域を除く）

地域拠点型：二次保健医療圏域の連携拠点（所在地の地域連携型の役割を兼ねる）

地域連携型：区市町村における連携の推進役

＜地域拠点型のみで実施＞

・二次保健医療圏内のネットワークづくり、人材育成

・認知症アウトリーチチームの配置

訪問支援

（ｱｳﾄﾘｰﾁﾁｰﾑ）

事業への協力・支援

●生活支援コーディネーター、在宅療養支援窓口等

連携

訪問支援

初期集中支援チーム

のバックアップ等

相談

近隣地域

連携

連携
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連携

 
※ 区市町村はこのイメージ図を参考に、地域の実情に応じた体制を構築する。 

 

 

 

（取組２－２）若年性認知症対策の推進             [基本目標 Ⅲ]

○ 若年性認知症の人を早期に適切な支援に結び付けられよう、都内２か所の「若

年性認知症総合支援センター」でワンストップの相談対応を行うとともに、地域

包括支援センター職員などの支援者向け研修等を実施し、地域における相談支援

対応力の向上を支援していきます。 

○ 介護者支援の拠点となる医療機関と連携した認知症カフェを設置し、医師等に

よる講座の開催や医療専門職と家族との交流の場を提供するなど、地域の実情に

応じて、認知症の人と家族の支援に取り組む区市町村を支援していきます。 

 

○ 認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所など、認知症の

人と家族の地域生活を支える介護サービス基盤の整備を進めていきます。 

※ 区市町村はこのイメージ図を参考に、地域の実情に応じた体制を構築する。

東京都における認知症の人と家族の生活を支える体制（イメージ図）
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評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

取組１－１ 認知症疾患医療センターの指定数 52か所 53か所

取組１－１ かかりつけ医認知症研修受講者数 3,816 人 増やす

取組１－１ 看護師認知症対応力向上研修受講者数 4,073 人 増やす

取組２－１ 認知症カフェの設置区市町村数 48か所 全区市町村
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（５）精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針）

【ストラクチャー指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

1 高次脳機能障害支援拠点機関数
国立障害者リハビ
リテーションセン
ター調べ

平成 28 年度 
（毎年）

二次医療圏

2
深夜・休日に初診後に精神科入院した病院
数

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏

3
身体合併症を診療している精神病床を持つ
病院数（精神科＋精神科身体合併管理加算）

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏 65.0 7 3 4 3 9 5 0-2 4 17 0-2 6 5 0-2

4
精神疾患の受け入れ体制を持つ一般病院数

（精神疾患診療体制加算＋精神疾患患者受
入加算）

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏 66 0-2 4 6 8 12 9 7 0-2 3 5 5 3 0-2

5 精神科リエゾンチームを持つ病院数 ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏 17 5 3 0-2 0-2 3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2

6
救命救急入院科、精神疾患診断治療初回加
算をとる一般病院数

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏 14 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 3 0-2 0-2

7
救急患者精神科継続支援料をとる一般病院
数

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏

8 ＤＰＡＴ先遺隊登録医院機関数 DPAT 事務局調べ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏

9 指定通院医療機関数
精神・障害保健課
医療観察法医療体
制整備推進室調べ

平成 28 年 
( 毎年）

二次医療圏

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。
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整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

10

精神病床における入院後 3 ヶ月時点の退院
率

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏

0.72 0.85 0.94 0.75 0.83 0.75 0.72 0.73 0.47 0.58 0.73 0.67 0.80 -

精神病床における入院後 6 ヶ月時点の退院
率

0.88 0.95 0.98 0.92 0.94 0.94 0.90 0.94 0.66 0.75 0.91 0.86 0.94 -

精神病床における入院後 12 ヶ月時点の退
院率

0.94 1.00 1.00 0.98 0.98 0.97 0.94 0.98 0.79 0.83 0.91 0.93 0.97 -

11

精神病床における退院後 3 ヶ月時点の再入
院率（１年未満入院患者・１年以上入院患
者別

ＮＤＢ
平成 28 年 

( 毎年）
二次医療圏

0.2 0.21 0.22 0.28 0.20 0.15 0.17 0.04 0.29 0.16 0.20 0.23 0.25 -

精神病床における退院後 6 ヶ月時点の再入
院率（１年未満入院患者・１年以上入院患
者別

0.26 0.27 0.38 0.35 0.23 0.22 0.24 0.12 0.33 0.20 0.20 0.29 0.33 -

精神病床における退院後 12 ヶ月時点の再
入院率（１年未満入院患者・１年以上入院
患者別

0.34 0.35 0.43 0.40 0.32 0.31 0.33 0.14 0.40 0.29 0.27 0.37 0.39 -

12

精神病床における急性期入院患者数（65
歳以上）- 施設所在地

630 調査
平成 29 年 
（毎年）

二次医療圏

1,886 

精神病床における急性期入院患者数（65
歳未満）- 施設所在地

3,109 

精神病床における回復期入院患者数（65
歳以上）- 施設所在地

1,913 

精神病床における回復期入院患者数（65
歳未満）- 施設所在地

1,819 

精神病床における慢性期入院患者数（65
歳以上）- 施設所在地

6,354 

精神病床における慢性期入院患者数（65
歳未満）- 施設所在地

4,504 

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。


